
　

子
ど
も
の
生
命
が
奪
わ
れ
る
な
ど
、
重
大
な
児
童
虐
待
事
件
が
後
を
絶

た
ず
、
児
童
相
談
所
に
お
け
る
虐
待
に
関
す
る
相
談
件
数
も
増
加
の
一
途

を
た
ど
っ
て
い
ま
す
。
深
刻
化
す
る
児
童
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
、「
児

童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
」
及
び
「
児
童
福
祉
法
」
が
平
成
19
年

に
改
正
さ
れ
、
平
成
20
年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

深
刻
化
す
る
児
童
虐
待
防
止
の
た
め
、
平
成
12
年
11
月

に
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
児
童
虐
待
防
止

法
）
が
施
行
さ
れ
、
平
成
16
年
10
月
に
改
正
さ
れ
て
制
度

的
な
充
実
が
図
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
平
成
19

年
５
月
に
は
、
法
律
の
目
的
に
「
児
童
の
権
利
利
益
の
擁

護
に
資
す
る
こ
と
」
を
明
記
し
、
行
政
の
権
限
を
さ
ら
に

強
め
た
「
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
及
び
児
童

福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立
し
、
平
成
20

年
4
月
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
児
童
虐
待
防
止
法
は
、
主
に
虐
待
の
早
期

発
見
・
対
応
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
虐
待
の
予
防
、
虐

待
し
て
し
ま
っ
た
親
へ
の
有
効
な
指
導
な
ど
が
不
十
分
で

し
た
。
そ
こ
で
、
児
童
虐
待
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
は
、
都

道
府
県
知
事
は
保
護
者
に
出
頭
を
要
求
す
る
こ
と
が
で

き
、
応
じ
な
い
場
合
は
、
裁
判
官
の
許
可
状
を
得
た
上
で
、

解
錠
等
を
伴
う
強
制
的
な
立
入
調
査
を
行
う
な
ど
、
行
政

の
取
組
み
を
強
化
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

一
時
保
護
や
同
意
に
よ
る
施
設
入
所
後
、
保
護
者
が
子
ど

も
へ
の
面
会
や
通
信
を
希
望
し
て
も
、
児
童
相
談
所
長
な
ど

が
保
護
者
に
対
し
て
制
限
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

裁
判
所
の
承
認
を
得
て
強
制
的
に
施
設
入
所
さ
せ
た
場

合
、
都
道
府
県
知
事
は
保
護
者
に
対
し
、
子
ど
も
の
身
辺

へ
の
つ
き
ま
と
い
や
付
近
で
の
は
い
か
い
の
禁
止
に
つ
い

て
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
保
護
者
が
禁
止
命
令
に

違
反
し
た
場
合
の
罰
則
が
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

　　

児
童
虐
待
を
行
っ
た
保
護
者
が
都
道
府
県
知
事
等
の
指

導
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
は
、
一
時
保
護
、
施
設
入
所
措

置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
で
、
児
童
を
虐

待
者
か
ら
強
制
的
に
隔
離
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
施
設
入
所
措
置
を
解
除
す
る
と
き
は
、
保
護
者

の
指
導
に
当
た
っ
た
児
童
福
祉
司
等
の
意
見
を
聴
く
と
と

も
に
、
措
置
の
効
果
や
虐
待
の
再
発
を
予
防
す
る
た
め
の

措
置
に
よ
っ
て
見
込
ま
れ
る
効
果
等
に
つ
い
て
、
考
慮
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
の
諸
機
関
は
、
市
町
村
長
等
か

ら
虐
待
の
防
止
に
関
す
る
資
料
や
情
報
の
提
供
を
求
め
ら

れ
た
と
き
は
、
基
本
的
に
こ
れ
を
提
供
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
、
都
道
府
県
知
事
は
、
児
童
福
祉
審
議
会
に
、
立
入
調

査
、
臨
検
・
捜
索
、
一
時
保
護
の
実
施
状
況
、
重
大
な
被

害
を
及
ぼ
し
た
事
例
等
に
つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

加
え
て
、「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
重
大
な
児
童

虐
待
事
例
の
分
析
を
行
う
こ
と
」
も
明
記
さ
れ
ま
し
た
。

　

児
童
虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
等
の
検
証
は
、
平
成
16
年

か
ら
社
会
保
障
審
議
会
児
童
部
会
の
下
に
設
置
さ
れ
て
い

る
「
児
童
虐
待
等
要
保
護
事
例
の
検
証
に
関
す
る
専
門
委

員
会
」
に
お
い
て
、
毎
年
実
施
さ
れ
て
お
り
、
平
成
20
年

３
月
に
は
平
成
18
年
に
発
生
し
た
虐
待
死
事
例
に
関
す
る

第
４
次
報
告
が
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

ポッスポスポポポ
ララララ
スポットスポット
ライトライト
最新の福祉関係
の動向について
掲載します。

スポット
ライト

児
童
虐
待
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
の
改
正

安
全
確
認
等
の
た
め
の
立
入
調
査
等
を
強
化

保
護
者
に
対
す
る
面
会
・
通
信
等
の
制
限
を
強
化

保
護
者
が
指
導
に
従
わ
な
い
場
合
の
措
置
の
明
確
化

そ
の
他
の
措
置

「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等」：http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv20/index.html
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